
ばい煙発生施設の事前協議の適否の判定フロー図

今回、新増設を計画している施

設は「ばい煙発生施設」か

工場等施設全体の総排出ガス

量は 10,000Ｎ㎥／時以上か

ＹＥＳ ＮＯ

協議不要

ばい煙の種類(硫黄酸化

物・ばいじん・窒素酸化物

など)ごとに負荷量(濃度

×排出量)は増加するか

協議不要

協議不要ISO14001 等の環境マネジメント

システムの認証取得し、かつ、3

年以内に環境法令に関する行

政処分を受けてないか

協議(免除)届出書 (事前)協議書

条例施行規則第 2条第 1項第 1号

条例施行規則第 2条第 4 項第 1 号

ＹＥＳ ＮＯ

ＹＥＳ ＮＯ

条例施行規則第 2条第 5項第 1及び 2号

ＹＥＳ ＮＯ

条例施行規則第 2条第 2項条例施行規則第 2条第 6項

※ 非常用・予備施設の設置は協議不要

※ 良質燃料(ガス・灯油・Ａ重油) を使用する小型ボイラーの設置は協議不要

注 2）環境負荷を軽減した施設に更新

した場合や既設のばい煙発生施設の

使用停止（非常用）、廃止に伴う新た

な増設などは協議不要となる場合が

あるので変更前、変更後を要確認

条例第 10 条第 1及び 2項

工事開始日の９０日前に届出

注１)「大気汚染防止法施行令別表第

１」（第２条関係）及び「静岡県生活環

環境の保全等に関する条例施行規則

別表第１(4 号関係)」の施設の施設及

び規模要件を要確認


